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人材養成から見た
公法学教育の課題

報告日 KISA Shigeo 2005.10.08 文字解説付 2016年1月8日現在

2005年 日本公法学会

美しい泳ぎ方で、少しでも速く
到達するための競泳

洪水の中で、着衣のまま、少し
でも長く生存するための泳ぎ

日本型
ドイツ型

2体育も、法も、実際に役立ってナンボのものである
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ドイツ・シュパイヤー市の市立プール。飛び込み台の下は、
５メートルの深さがある。子どもたちは、着衣のまま、飛び
込んで、洪水時にいかに長く生き延びることができるかが、

体育授業の目的の一つ。 3

着衣で飛び込むことを拒否しても体育の点数は低くならない

ドイツの公営プールは、どこも（1990年代～2000年代半ば）
美しかった。左上は、児童専用の温水プール。ただ、ここの
チケット売り場のオバサンは無愛想だった。良くない非常勤

公務員の例。日本の公営プールは、どうなんだろう？
4
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プ
ー
ル
は
、
公
式
競
技
が
で
き
る
深
さ
で
あ

る
が
、
子
ど
も
た
ち
が
溺
れ
な
い
よ
う
機
械

で
深
度
を
調
整
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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6

ここからしばらく続く「台湾」と「韓国」の裁判所につ
いては、木佐『司法改革と行政裁判』（２０１６年３
月刊行予定）の序章その他の章で解説があります。
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台湾・台北高等行政裁判所 法廷

ドイツで1980年代半ばに見て驚いたのと同様に、両当事者
は、裁判官と対面する形で「法的対話」を行う。2005年撮影

7

訴訟の受付窓口、相談窓口（台北高等行政裁判所）

2005年当時は、二審制だった台湾の行政訴訟。現在は、三審
制。訴訟の相談や受付のために多数の窓口があって驚いた。

8
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受付票交付機 （台北高等行政裁判所）

行政訴訟だけのために受付票自動発行機。これも、驚いた。日本の裁判所では、簡裁でも
このようなもの必要ないでしょう？ ドイツの区裁判所の発券機を私が著書で紹介した後の
設置。

9
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台湾 司法院（憲法裁判所） 法廷

日本とは異なり、当然のこととして、裁判官名の名札が
各裁判官の前に置かれている。

11

私は、当事者席部分に入って、傍聴席側に戻るとき、観
音開きの柵をそのまま突っ切って歩いたので、「バリッ」と
いう音をさせて、壊してしまった。国有財産損壊事件。

12
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13

台湾の司法院（憲法裁判所）判事 女性３名
（２００５年１０月現在）

台湾の裁
判所のウェ
ブサイトは、
４か国語。
日本はごく
わずかの

英語記事さ
え、ほぼ全
部がPDF。
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15

大韓民国 憲法裁判所 16
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韓国・憲法裁判所の法廷
17

（2005年3月14日就任）

大韓民国 憲法裁判所 判事

18
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自由 ・ 平等 ・ 正義

韓国 最高裁判所の英語サイト

韓国 最高裁判所の英語サイト

一時期、マスコットが載っていた
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日本の女性の最高裁判事は、

過去１４０人のうち、２名のみ

（２００４年２月２６日付けの任命までの
データで算出）

21

行政訴訟の欠陥を補う憲法裁判制度

参照： 趙元済『行政救済
―日・韓の制度と現状』
（信山社、2003）全598頁

権利救済の「死角」をなくそうとしてきた

韓国の実践

22
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例 民法１ 憲法 民法２ 行政法１ 刑法１ 商法１

学説・判例の最高水準の議論を
教えようとする

各教員の基本（基礎）的な考え方は、しばしば相
矛盾、衝突している可能性もある

しかも、しばしば科目は選択制（学生が選ぶ） 23

現在の大学法学部
の教育は、８合目辺
りから酸欠状態で

頂上を目指していな
いか？

ごく基礎的な法的説明を口頭・文
書でできる能力を備えるような教

育をしているのか？

高尚な法理
論を提供し過
ぎてはいない

のか？

基礎的な法教育からの積み重ね

24
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学
部
講
義

学部生としての平均的需要向け

（公務員試験、企業就職、その他の
進路、市民としての教養）

より高度な法制度・法理論の
学習

（ロー・スクールの既習者認定向け、
大学院入試（公法専攻レベル）向け）

or

25
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２０００年１２月号

日本で司法制度改
革審議会が２年間
の予定で始まった
のは1999年。これ
に合わせて、おか
しな改革にならな
いようにという意味
を込めて『月刊司
法改革』を２年間
限定、２４冊で刊行
した。その中でも、
あるべき、「法教
育」を考える特集を
した。

27

（日本語版）

現代人文社

2001年

アメリカの小
学校で使われ
ている法教育
の教科書（日

本語版）

28
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（日本語版）

自由国民社

2004年

29

30



16

絵本、アニメ・DVD 「アルプスの少女・ハイジ」で

知られた小さな市（人口2,600人。実感としては、
「町」である）。郡の名称もマイエンフェルト。絵本
の作者ヨハン・シュピリは、同じ郡内であるが別の
村に住んでいた。

31

マイエンフェルト市全景 32
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マイエンフェルト市役所（役場）会議室。
地元名家の家紋が飾ってある。 33

Stadtratsmitglieder

Christian Möhr
Stadtpräsident (im Amt seit 1991)
Präsidium, Oberaufsicht über die Stadtverwaltung, 
Personalchef des gesamten städtischen Personals, 
Kulturelles
Telefon: 081 300 45 51
E-Mail: christian.moehr@maienfeld.ch

Hermann Just
Statthalter (im Amt seit 1999)
Bauwesen
Telefon: 081 257 03 95
E-Mail: justlaw@bluewin.ch

Rosmary Gmür
Bildung und Soziales (im Amt seit 1999)
Telefon: 079 222 02 34
E-Mail: rosmary.gmuer@bluewin.ch

全員のメルアドが載っている

市議会議員

市長

所掌事務：総
務、市行政全
体の監督、全
職員の人事、
文化部門

教育と社会
行政全般

副市長 建
築制度

34
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Stadtschreiber:
Luzi Nett
Telefon: 081 300 45 52
E-Mail: luzi.nett@maienfeld.ch
Im Amt seit 01.11.1990

Aufgabenbereiche:
Leitung der Stadtverwaltung, Sekretariat Stadtrat, 
Personal-, Versicherungs- und Vertragswesen, 
Sozialamt, Lehrlingsausbildung, 
Organisationsaufgaben, Kommissionstätigkeiten

Steuersekretärin:
Pia Dedual
Telefon: 081 300 45 54
E-Mail: pia.dedual@maienfeld.ch
Im Amt seit 01.04.1973

Aufgabenbereiche:
Steueramt, Quellensteuerabrechnungen und 
Beherbergungsabgaben, Sekretariat 
Stadtpräsident, Stellvertretung Stadtschreiber

市書記 市行政全般の監督、議
会事務局、人事、保険、
契約、社会保障、試用
職員教育、組織管理、
各種委員会調整

税務主任

税務、各種手数料関
係、市長秘書室、市

書記代理

35

Bernhard Zindel
Finanzen (im Amt seit 2001)
Telefon: 081 300 44 10
E-Mail: b.zindel@kies-beton-ag.ch

Ferdinand Feusi
Forstwirtschaft (im Amt seit 2003)
Telefon: 081 302 55 77
E-Mail: 
ferdinand.feusi@kapo.gr.ch

Paul Komminoth
Landwirtschaft, Alpen und Weiden 
(im Amt seit 2003)
Telefon: 081 302 13 35
E-Mail: info@komminoth-weine.ch

Markus Komminoth
Polizeiwesen (im Amt seit 1997)
Telefon: 081 302 21 04
E-Mail: 
markuskomminoth@bluewin.ch

財政

森林

農業

財政

その他の市議会議員

36
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Polizeiwesen

Stadtpolizist:
Sutter Andreas
Telefon: 081 300 45 57
Telefax: 081 300 45 60
Natel: 076 582 15 80
E-Mail: andreas.sutter@maienfeld.ch
Im Amt seit 01.09.2000

Aufgabenbereiche:
Überwachung der öffentlichen Ruhe und Ordnung 
bei Tag und bei Nacht, Regelung und Überwachung 
des Strassenverkehrs und der Parkordnung 
(ruhender Verkehr), Abfallwesen, Patrouillengänge 
bei Tag und bei Nacht, Signalisationswesen, 
Ortsquartiermeister, Führung des Fundbüros, 
Bühnenwart alte Turnhalle und Herausgabe von 
Parkkarten und Fahrbewilligungen. 

市警察官

着任時期

氏名
電話

ファクス

電子メールID
携帯電話

昼間・夜間の公共の静謐と秩序の監視、道路交通・駐車・静かな交通（運転）の規制・監
視、不法投棄、昼夜のパトロール、交通信号、遺失物管理、旧体育館の舞台監視、駐車
券発行、通行許可証発行

37

首都ベルン市郊外（電車で20分）のシェーンブール町 役場 玄関38



20

http://www.urtenen-schoenbuehl.ch/ve/or/veor002.htm

同町の町長と議員。全員公選で、合議制執行機関。女性は教
育担当で学校教員。連邦財務省職員２名など。専任事務局の
トップは、右端の人で他の全員が兼務。職員を指揮監督する

39

40
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ス
イ
ス
の
市
民
向
け
「法
」テ
キ
ス
ト

以
下
の
書
籍
は
、
ベ
ル
ン
市
内
の
書
店

で
、
無
作
為
で
手
に
と
っ
て
購
入

『
法

ヒ
ン
ト
付
き

も
っ
と
も
重
要
な
基
礎

知
識
』

41

ス
イ
ス
の
市
民
向
け
「法
」テ
キ
ス
ト

い
ろ
い
ろ
に
訳
せ
る
が
・
・
・
・

『
権
利
を
持
っ
て
い
る

権
利
（
法
）
を

実
現
す
る
』

42
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ス
イ
ス
の
市
民
向
け
「法
」テ
キ
ス
ト

『商人の法学入門』43

ス
イ
ス
の
市
民
向
け

『経
済
と
法
』
テ
キ
ス
ト

44
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ボ
ロ
ー
ニ
ア
・プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大

学
標
準
化
過
程
（２
０
１
０
年
に
達
成
）

ボローニア宣言

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
は
、
２
０
１
０
年
ま
で
に
統
一

的
大
学
制
度
に
な
っ
た
。
公
務
員
養
成
大
学
校

で
も
、
そ
の
基
準
に
あ
っ
た
レ
ベ
ル
に
す
る
必
要

が
生
じ
た

45

ドイツのギムナジウム（１０歳～１８歳）

46



24

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
２
年
目
程
度
（日
本
の
小
学

６
年
生
程
度
）で
学
ぶ
『経
済
学
と
法
学
１
』

47

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
２
年
目
程
度
（日
本
の
小
学

６
年
生
程
度
）で
学
ぶ
『経
済
学
と
法
学
２
』

裁
判
所
の
様
子

（
や
や
古
い
タ
イ
プ
の
法
廷
）

48
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ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
２
年
目
程
度
（日
本
の
小
学

６
年
生
程
度
）で
学
ぶ
『経
済
学
と
法
学
３
』

49

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
宛
て
の
訴
状

皮
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
売
買
代
金
支
払
い
請

求
の
訴
え
（約
２
０
万
円
）

日
本
の
小
学
校
高
学
年
に
当
た
る
年
齢
で
、

実
際
の
訴
状
や
判
決
書
を
学
ぶ
。
印
刷
さ
れ

た
判
例
集
に
載
っ
て
い
る
判
決
文
で
は
な
い
。

50
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ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
宛
て
の

被
告
代
理
人
弁
護
士
の
答
弁
書

51

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
書

表
紙

52
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ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
書

本
文

53

54
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『
私
た
ち
の
市
町
村
（ゲ
マ
イ
ン
デ
）
』

『地
方
自
治
』

（連
邦
内
務
省
発
行
だ
っ
た
と
記
憶
）

いずれも、１９８６
年頃に入手 55

市
民
向
け

『
市
町
村
財
政
調
整
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
』
（
記
憶

が
正
し
け
れ
ば
、
第
３
版
と
第
４
版
）
１
９
８
５
年
頃

56

バイエルン州財務省 製作
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ミュンヘン市内中心部にある

57

この通路の奥に政治教育センターがある
58
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バ
イ
エ
ル
ン
州
教
育
・文
化
省

政
治
教
育
セ
ン
タ
ー

59

バイエルン州教育・文化省 政治教育センター

60
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所長の博士
膨大な著作・資料・ＤＶＤ・ＣＤなどを発刊
人権、民主主義や自治の普及に貢献

61

同センター 所長室
ドイツ取材３０年間でもっとも乱雑だった部屋

62
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63

弁護士事務所や公証人役場の秘書・職員も専門教
育を受けて合格しなければ就職できない。

64
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指導するのは、法律事務所秘書教育、とりわけ法教育の重要性を
意識して、この学校の専任教員になった元・裁判官

65

少人数教育の生徒たちは、公務員の初級養成学
校ほどではないが、六法をひいて、学習中

66
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写らないように、
顔を隠す生徒

67

この元・裁判官である専任法学教員は、当時は珍しかっ
たリュック姿。多数の教材を詰めて教室から引き上げる。 68
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69

地方議員のための、月曜から金曜昼
まで、４日半の連続講義・演習

ミュンヘン市でもかなり郊外となる町にある地方議員の専門研
修所。もともと郵便馬車の馬も交替する郵便局庁舎がホテルに

なり、その２階を賃貸借
70
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バイエルン州自治学校（議員研修所）
２０００年１月～１２月のプログラムは、前年の１０月には完成

どの学校、研修所でも同様
71

クリック ⇒
http://www.bsvk.info/

議員研修は、月～金まで。ほぼ１週おきに、計２５週開講

１週間を通じて１つのテーマ
が扱われる

例：

★景観保護
★環境保全
★土地利用計画・都市計画
★自治体の保健衛生
★防災

など

72
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所長は、近隣の町の元町長。秘書一人と計２名で仕切る73

１コース、おおむね２０名以内の受講者。
町村長や幹部職員も受講する

74
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左の受講者は、ドイツ基本法の起草時点で会場となったキーム
ゼー（キーム湖）という文字を印刷したＴシャツ 75

初対面から２時間後の休憩。旧知のよう。右端は、受講している町長
76
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別のテーブルも、今日、初めて会った参加者同士
地方議員ばかりではない。ほとんどが、個人で参加費負担

77

職業人を養成する実に多様な
学校で、詳細な関係法制・法
律の授業もあることの紹介

ドイツの

ここでは、菓子職人、食肉取扱いなどのコースを紹介 78
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全日空『翼の王国』
１９９９年８月号

プロを養成する学校の
大特集記事 79

80
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職人養成学校で学ぶ各種の菓子
81

連邦（州ではなく、国）直営の菓子作り専門学校
82
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83

84
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「マイスター」になろうとすれば、民法・商法ほかの各種
専門知識の筆記試験もある 85

『翼の王国』とは別に、ミュンヘン市郊外の職人養成学校を訪問
86
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肉料理 専門コース の調理実習室
87

飴細工 専門コース の実習作品展示
88
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喫茶店店員 専門コース のディスプレイ実習
89

別の専門コース（失念）の講義を始める２名の教員
90
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食肉製造・販売業
コースの教科書

第２巻

この学校で使用す
る教科書。校長が
執筆しているので、
プレゼントされた

様々の種類の肉の部位も教科書で丁寧に説明
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食肉に関するテキストでは、ゆでソーセージ
製造に関する食品関連法令も詳細

バー・スナックなどのバーテンダー養成専門コースの講義・実習

並んでいる酒類は本物
94

醸造関連法から酒税まで学習
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バー・スナックなどのバーテンダー養成専門コースの別の実習室
95

ビール醸造職人の実習用設備。全種類のビールを製造。実売も
96

世界一小さなビール醸造所、と言っていた
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１９９０年代に、最低３年間の初級
公務員養成課程に変更された

97

１９９０年代前半に木佐が通った当時のバイ
エルン州行政学校本部は、ミュンヘン大学の

敷地内とも言える法学部と学食の中間に
あった。その後、ミュンヘン市南部の後のス

ライドの場所に拡張して移転

バイエルン州（人口１,２５０万人）内１２箇所に行政学校がある
（２０１６年１月現在）

http://www.bvs.de/startseite/index.html#&panel1-1
98
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ミュンヘンの南西の湖アマゼーの湖畔・ホルツハウゼン
にある行政学校（鉄道ではすごく不便な場所）

Bayern  Verwaltungsschule
で検索すると、同学校のHP
が最初に出る

99

教室と寄宿舎

入校から授業、自由時間、食事まで、2016年時点のいろいろな
動画がある http://www.bvs.de/bildungszentren/bvs-
bildungszentren/holzhausen-am-ammersee/ 100クリック



51

１６歳で入学する生徒もこのレストランで３食をとる
食卓のクロスは、純粋な綿製。マナーも大事だから

校長のお話から
101

２０１６年現在の同学校のウェブ
最新動画にもこの綺麗なレストラ

ンが出ている ⇒ クリック
http://www.bvs.de/bildungszentren/bvs-

bildungszentren/holzhausen-am-ammersee/

PCの初歩から教える講義。MS-DOSの時代。全員に
PCあり。取材当時は、８インチのFDだった

102
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日本では、まだOHPがそう普及してはいなかった。電源やケー
ブルは、床下から取るように設計、レイアウトされている

103

左はこの学校の事務長。右は、バイエルン行政学校校長で、１９９０年代に
おいても論文で引用される憲法学の学位論文を書いたハルビッヒ博士

生徒の寄宿舎

週末に仮採用している自治体職員
や家族が迎えに来る

104
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この学校の専任職員である事務長の宿舎。学校敷地内。
リンゴの木も植わっている

105

教 育 科 目

①一般法学
②国家学
③行政手続と権利救済制度を含む行政法総論の基礎概念
④民法の基礎概念
⑤公行政における行政技術と情報技術の基礎を含む行政組織
⑥行政活動の心理学入門
⑦地方自治法
⑧国と自治体の財政・行政費用法・税法基礎概念・経済の基礎知識
⑨官吏と給与の法・公勤務における職員と労働者の法
⑩建築公法と基礎環境法

（自然保護法・近隣公害法・廃棄物法）
⑪基礎営業法
⑫基礎治安・警察法
⑬基礎生活保護・社会保険法
⑭国籍法と外国人法

バイエルン行政学校
（１９９１年）

１６歳から１８歳で学ぶ
法律系科目

106
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１９９１年訪問時点で使用されていたこの学校で使う法律系
テキスト。その後、木佐は、改訂版を２回、買い直ししている

107

バイエルン行政学校（ミュンヘン市内）の現在の本部事務局（教室もある）
108
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相当数の企業・組織が入る複合施設にある 109

バイエルン行政学校・本部事務局（全スタッフ個室は透明ガラス張り）110
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行政（救済）法のＣＤ製作責任者のキッツェンダー氏の執務室111

透明度が極めて高い事務局 112
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最初の２年間で全課程の公務員の卵が学ぶべきこと

１ 養成制度

養成制度の仕組み、職業人養成制度、

労働における安全性と健康の配慮、環境保護

２ 職場の労働組織と事務所の経済的な運営

３ 情報とコミュニケーションのシステム

４ コミュニケーションと共働（Kooperation）

５ 行政経営論

経営的組織、予算制度、会計制度、調達

６ 人事制度

７ 一般行政法および行政手続

バイエルン行政学校

113

現在は、３年間

１９９１年当時

３年目で全課程の公務員が特定の科目を集中的に学ぶ

１ 専門に関連した法の適用

２ 個々の行政法分野における種々の作用
（サービス行政と侵害行政）

３ 地方自治法

※注 国家行政部門である州公務員も
地方自治体の公務員も同一の養成課程で勉強をする

←→ 日本との違い

バイエルン行政学校

114
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Die besten Platzziffern erreichten folgende Absolventen/innen Bayerns:
(Die "Top-Ten" sind aufgrund der Platzzifferngleichheit bei den Plätzen 10 – 12
die "Topleute im Duzend"!)

Platz NameArbeitgeberDurchschnitt
1 Fuchs ReginaLandkreis Rhön-Grabfeld1,13 
2 Unterhuber SiegfriedGemeinde Obertaufkirchen1,60 
3 Adelsberger SandraLandkreis Traunstein1,73 
3 Burmberger MarkusLandkreis Landsberg a.L.1,73 
3 Stepper ThomasGemeinde Berg b. Neum/Opf1,73 
6 Niederer MichaelaStadt Eggenfelden1,80 
6 Pollmer KatjaStadt Mindelheim1,80 
6 Riedmiller MarionStadt Memmingen1,80 
9 Mehringer MagdalenaGemeinde Kreuth1,93 
9 Miller CarolinVerwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen1,93 
9 Reil CarinaLandkreis Amberg-Sulzbach1,93 
12 Kammermaier KatjaBayer. Staatsministerium d. Innern2,00
12 Kohl AngelikaLandkreis Amberg-Sulzbach2,00 
12 Remmel CorneliaStadt Trostberg2,00

成績優秀者： 上位１０名(１０位が３名のため、計１２名を掲示）

その後、プライバシー保護の観点からインターネット公開はされず

当初、イン
ターネットで
優秀者公開

115

バ
イ
エ
ル
ン
行
政
学
校
の
テ
キ
ス
ト
の
一
部

（２
０
０
５
年
現
在
）116
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バ
イ
エ
ル
ン
行
政
学
校
の
「行
政
法
概
説
」

Ｃ
Ｄ

（争
訟
法
含
む
）

２００３年
製作 117

バイエルン行政学校の「行政法概説」Ｅ ・ ラーニング のトップ画面

２
０
０
３
年
１
０
月
製
作

118
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正解はこちら パスしていいよ

解決のヒント覚えておこう

119

『ＣＤ 行政法概説』

正しいスタート地点

行政の担い手（行政主体） 行政の活動の諸形式

行政活動の諸原則
正しいスタート地点

行政行為

権利救済

行政不服審査手続

訴訟の種類

仮の権利保護

目次

120
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行政のさまざまな行為形式

以下、全画像
のごく一部を
紹介

第３章だけの
メニュー

行政規則

財務に関
する活動

行政私法

公法契約

条例・定款等

事実行為

通達など組織
内の指示

様々の議決
（一般的）命令

行政行為

行政活動の諸形式

121

内部的効果をもつもの 対外的効果をもつもの

私法的公法的

122
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正解

この設問はパス

ローゼンベルク市は地区詳細計画（普通、こう訳され
ているが、正確ではないという専門家もいる）を条例と
して議決する

文章を入力し、その後、エン
ター・キーを押しなさい

123

正解

あなたが
入力

公法上のもの
条例

124
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内務省が、インターネットを使っ
た交信についての基準を定めた

文章を入力し、その後、エン
ター・キーを押しなさい

125

その点についての、ヒントと自分の解答案を書く 126
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Ａ町が、Ｈ町のＢｅｒｇ地区
のために給水をする。関
係する町村がこれについ
て当該業務のための協

定を結ぶ。

文章を入力し、その後、エン
ター・キーを押しなさい

127

郡長が、あるギムナジ
ウムの拡張にあたって、
郡議会に提出用の電気
工事委託の議案を完成

させるよう指示する

文章を入力し、その後、エン
ター・キーを押しなさい

128
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ミュールハウゼン郡の
郡長が、ある週末用別

荘の撤去を命じる

文章を入力し、その後、エン
ター・キーを押しなさい

129

権利（法 的） 救 済

知識を得る

オリエンテーション

一歩、深める

130
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権利（法的）救済には、正式のものや無形式のものなど、種々ある

じゃぁ、楽しんでね！

131

行政の執行行為が、名宛人の権利を侵害することになったら

小レストラン

「焼酎グラス」
（度の強い酒（火酒）
用のグラスを意味す
るドイツ南部やオー

ストリアの言葉）

閉店（封鎖）

132
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各種分野の不利益処分（営業・税・建築・生活保護・給水など）133

解答は、常に、基本法（憲法）２０条３項と１９条４項を原点に。

それぞれの条文をクリックしてみなさい

134
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行政・財政・社会・労働、通常の裁判所か？ 憲法異議？規
範統制訴訟？ 訴訟？ 不服審査？ どこへ？ 何を？135

不利益を受けた人は、どこへ持ち込むか、何を行うべきか？136
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事例７：Ｒ市が生活保護申請を拒否した。
どの裁判所で争うか？ 通常裁判所

行政裁判所

労働裁判所

財政裁判所
社会裁判所

憲法裁判所

137

正式な権利救済と正式でないものを種々の観点から分類させる138
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形式のない権利救済手段（反対の意見表明、監督庁への不服申立、
服務監督庁への不服申立）と請願の違いは何か

139

異議審査制度（行政不服審査制度）は、養成教育に
おいて、いや、実務においても大きな意義をもつ 140
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異議審査（行政不服審査）制度の手順・要件を丁寧に教える141

異議審査の認容決定に当たっては、「合目的性」審査も重要142
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処分庁自らによる処分取消しの場合の、主文、
事案、決定要旨などの書き方

初級職員も、
着任前に

取消・撤回の
違いを知って、
こういう文書を
書けなくてはな

らない

143

行政不服審査決定書に書く順番が間違っています。直しなさい。144
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不服審査決定書の項目の正しい順番

行政不服審査の決定書の正
しい順番

頭紙
決定（裁決）の形式
主文
理由
次の権利救済手続の教示
署名

正解

145

行政訴訟の類型： 取消訴訟と義務付け訴訟 146
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取消訴訟、義務付け訴訟、給付訴訟、差止め訴訟、一般給付訴訟、
無効確認訴訟、事後違法確認訴訟、規範統制訴訟

行
政
訴
訟
の
類
型

147

行政裁判所法に書いてない行政訴訟類型もあるという説明 148
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形成訴訟・給付訴訟・確認訴訟
の3分類は生きている

149

（このページは、法律の専門家以外は、無視してください）

行政訴訟の類型の利用順序・優先度

150

１番目から４番目まで
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行政訴訟の類型の利用順序・優先度

151

５番目から８番目まで

最終章は、「仮の権利保護」

152
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「仮の権利保護」の意義 執行停止 と 仮命令 153

あなたが長年経営しているレストランが、突然、
閉鎖を命じられたら・・・ 154
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あくまで、処分を受けた市民（ここではレストランの経営
者）の立場から、取るべき行動が説明されている。

155

7月の段階で、秋の収穫祭における醸造業者の出店許可を町
長が与えなかった。異議審査手続や裁判をしていると秋祭り
は過ぎてしまう。業者は、どうしたらいいか。 156

秋の収穫祭！
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基本法(憲法）19条4項から、実効的な権利保護が必要である157

「レストランの閉鎖」と「収穫祭に出店できない」のは、どう違うか？158
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処分の取消しを求める異議審査請求や取消訴訟が許されますか？159

処分の取消しを求める異議審査請求や取消訴訟は、停止効をもつ160
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赤い画面： 出店の場合には、仮命令により仮の権利保護を受ける161

行政裁判所法123条の仮命令が使える本案訴訟の類型 162
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生徒たちが毎日使っている加除式六法
163

バイエルン州行政学校が主催する公務員研修の年間プロ
グラム 毎年厚くなっている。原則として１頁に１プログラム

164



83

バイエルン行政学校主催の研修プログラム
（２００５年版）６５０頁（１頁に１プログラム） 165

166
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ニーダーザクセンだ州の公務員養成学校で
使っている加除式六法 167

いわゆる大学ではなく、１８歳から進学するが国や
州の中堅幹部や自治体の高位の事務職員を養成

する４年制の大学校
本部は、ミュンヘンのど真ん中の官庁街にある。

学校は、辺鄙な場所
168
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ホーフ（Hof）市にある一般行政職の官吏養成大学校

ミュンヘン・ニュルンベルク・バイロイトのさらに北。ライプツィヒや
プラハにも近い 169

大教室。OHP用巨大スクリーン、左右の地図・図表などの掲示板、
教壇を向いた座席配置に驚いた。OHPは、手元に置いたのが映
るようになっていて、当時、日本にはまだ普及していなかった

170
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中教室

171

官吏養成専門大学の校長と副校長。いずれも、教科書や論文
の執筆者。どちらかは博士学位

172
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官吏養成大学校の図書室横の自習机。ドイツでは普通
173

図書室 と 自習机 174
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廊下は、教員と学生からなる
委員会で、ギャラリーを運営 175

２階から１階を見る。
しゃれた建築

176
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177

178

学生食堂・喫茶コーナー･ﾊ売店
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上の画像の専任教員が執筆しているテキストや事例集 179

180
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バイエルン州公行政・司法専門大学校事務局

（ミュンヘン・オデオンスプラッツ）
181

同大学校事務局（少数のスタッフ。入り口はほぼ気づかない） 182
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バイエルン州公行政・司法専門大学校事務局（アイヒャー博士） 183

バイエルン州公行政・司法専門大学校

６つの専攻課程 所在地は、（ ）で示す。

（ア）一般内務行政 （ホーフ）

（イ）警察 （フュルステンフェルトブルック及び

ズルツバッハ－ローゼンベルク）

（ウ）司法（裁判と司法執行（Justizvollzug））

（シュタルンベルク）

（エ）文書管理・司書 （ミュンヘン）

（オ）財務（税と国家財務行政） （ヘルシンク）

（カ）社会行政（年金及び国家社会行政） （ヴァサーブルク）
184
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（ア）一般内務行政 （ホーフ）

専任スタッフ（常勤講師）

＝ バイエルン州の官吏

５７名の専任講師陣のうち、
１６名（２８％）が博士号をもつ

185

総教育時間 ３年間で ２,２３８時間

学習入門（精神労働の方法と技術を含む） ３１

基礎 ２ （時間数）

ヒントと技術 ３

行政活動の諸側面 １０

仕事の技術 ６

事案処理の方法 １０

国家学・国法・憲法 ７０

国法（Staatsrecht） ２０

基本権Ⅰ １０

基本権Ⅱ ３０ 186
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一般行政法・行政手続法・行政訴訟法 １５８

行政活動の基礎Ⅰ ２６

行政活動の基礎Ⅱ ３０

行政活動の基礎Ⅱ １８

行政不服審査手続 ３４

データ保護法 １６

データ保護 １６

地方自治行政 １１４

地方自治法Ⅰ ３４

地方自治法Ⅰ ２６
187

公勤務法 ７４

官吏法の基礎 ３５

官吏以外を対象とする法 ２５

公共の安全・秩序法と秩序違反法（刑法にも触れる） ６６

公共の安全・秩序法 ２６

私法 １４４

私法Ⅰ ３０ 私法Ⅱ ２８ 私法Ⅲ・Ⅳ ２２

行政活動の諸形式（送達、執行、費用法含む） ３６

行政機関内の文書のやりとり（決定技術除く） ８

決定技術 ２８

188
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経済と行政 ２０

経済と行政―基礎 ２０

行政活動の国民経済上の基礎 １０６

行政活動の国民経済上および財務経営上の基礎 ３２

行政における経営論 １３０

複式簿記と決算―基礎 ３２

コスト計算とサービス計算 ２４

コントローリング ２０

189

地方自治体の経済運営 ８８

経済運営の法的基礎 ３０

国の経済運営 ８５

国の経済運営Ⅰ ２０

国の経済運営Ⅱ ２１

行政組織 ４６

行政組織―基礎（第１部） ８

行政組織―基礎（第２部） １４

行政における統計 ２２

行政における統計 ２２
190
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情報技術とコミュニケーション技術 ５０

電子計算機によるデータ処理入門 ３０

ｅ－ガバメント ２０

行政活動の社会科学的基礎；人事管理；

コミュニケーション・トレーニング １３１

行政活動における社会学的基礎 ２８

行政活動における心理学的基礎Ⅰ ２０

講演、演説、プレゼンテーション １８

プロジェクト ３６

プロジェクト・マネージメント入門 ６

191

バイエルン州行政大学校講義科目

～１９９１年入学生Aコース～

１ 法

・法の基礎と法適用
・国家論・憲法
・ヨーロッパ法
・一般行政法・行政手続法
・地方自治法
・行政費用法・税法
・公務員法
・警察法概説
・経済行政法
・建築公法
・環境法
・社会法
・私法

２ 経済学および財政学

３ 行政学

４ その他の科目

・行政作用の経済的基礎
・公共財務管理の基礎、

財政調整と補助金
・行政経営学
・国と地方自治体の財務管理

・行政組織
・行政における統計
・情報・コミュニケーション技術・データ保護
・計画と決定
・行政作用の社会科学的基礎・管理行為
・広報活動

・頭脳労働の方法と技術
・行政作用の諸形式
・講演・交渉・討論の技術 192
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ベルリン行政大学校講義科目

～カリキュラム（事務系）～

１ 法学・政治学

・憲法
・ベルリンの法制度
・政治学
・行政法
・憲法・行政法演習
・公務員法
・生活保護法
・警察法
・民法

２ 社会科学

３ 経済科学

４ 行政科学

５ 選択必修科目

・社会学
・社会心理学

・行政経営論
・経済学
・会計制度
・情報技術

・行政学

(1)プロジェクト研究
(2)各分野から一つ（合計４科目）

①公務員法・福祉法・警察法
②行政法各論・民法
③行政科学・経済学・経営学
④政治学・社会学・社会心理学

193

マイエン（Ｍａｙｅｎ）市

ライン川とフランス国境との中間の小都市

194
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前面（ファサード）は、古い館のまま。
裏側（本体）は、ほぼ新築

195

かなり年を取ってからでも入学できる。
少人数教育。ここでも、加除式六法

196
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それぞれに、加除式六法に様々な付箋を貼っている
197

ザールラント州行政専門大学（官吏養成大学）

Ⅰ 一般教育 【小計２３０】
１ 頭脳労働の方法と技術

ａ）学問的作業の教育学と方法論 （３０）
ｂ）方法理論と法律技術 （５０）
ｃ）筆記技術と起案技術の演習 （５０）
ｄ）筆記試験講習 （４０）

２ 政治学 （３０）
３ 法学入門 （３０）

１８歳以上で３年間学習
事務職の中堅幹部になるための大学校

講義科目と講義時間 （数字は時間数）
【総計 ２,２００ 時間】プラス

【９６時間相当の起案演習ないし起案試験】

198
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ザールラント州行政専門大学（官吏養成大学）

Ⅱ 法 【小計１,２８０時間】
１ 国法と憲法 （１６０）
２ 地方自治法 （１６０）
３ 行政法総論 （１９０）
４ 警察法・秩序法 （１３０）
５ 社会保障法

ａ）社会扶助／少年保護補 （１００）
ｂ）社会保険／援護 （５０）

６ 建築・計画・土地法 （５０）
７ データ保護 （３０）
８ 公務員法 （１４０）
９ 労働法・賃金約法 （１４０）
10 私法 （１６０）
11 秩序違反および刑法 （６０）199

ザールラント州行政専門大学（官吏養成大学）

Ⅲ 経済・財政理論 【小計４００時間】

１ 公共財政

－ 財政学、財政制度および公課法 （１００）

－ 国家行政の予算・出納・会計および

監査の制度 （９０）

－ 自治体行政の国家行政の予算・出納・

会計および監査の制度 （９０）

２ 国民経済論 （６０）

３ 経営経済学 （６０）
200
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ザールラント州行政専門大学（官吏養成大学）

Ⅳ 行政理論 【小計２４０時間】

１ 行政理論と組織論 （６０）
２ 情報、企画および決定；コンピューター

によるデータ処理 （１２０）
３ 職業に関係した心理学と社会学

ａ）心理学 （３０）
ｂ）社会学 （３０）

Ⅴ 選択必修科目グループから 【小計５０】
２科目選択必修 （５０）

【総計２,２００時間】
201
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官吏養成大学校での不服審査決定
書の起案練習。教えているのは著
書もある博士学位をもつ専任教員

203

学生は加除式六法を見ながら、不服審査の決定書の書き方を学ぶ。
文系の全職員が、である。学生は、三角形に着席している。

204
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205

アインシュタイン・ギムナジウム ここで、裁判官がボランティア
講義する様子を撮影。映っているのは日本の撮影スタッフ 206
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裁判を終えてから、ギムナジウムに駆
けつけて、憲法の講義をする裁判官。

黒板にＧＧとあるのはドイツの憲法（基
本法）のこと

207

自由国民社・刊

「訴訟は本人で出来る」と言いながら、
行政訴訟は、本人では無理という本208
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